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第 7 節  国際文化交流を通じた日本文化の発信と
国際協力への取組

　国際化の進展に伴い，国際的な文化交流を通じて世界の人々との相互理解を増進し，国際平和と自
由な世界の実現に貢献していくことが求められています。また，21 世紀の国際社会では，文化芸術の
魅力によって世界の国々を引きつけることのできる「文化力」が重要になってきています。特に，海外
でも評価の高い我が国のアニメ，マンガ，映画などメディア芸術を中心に海外への情報発信が求めら
れています。
　文化庁では，文化芸術振興基本法や，基本方針を踏まえ，世界に誇ることができる芸術の創造・そ
の国内外への発信，文化芸術の国際交流の推進，海外の文化遺産保護への協力などを通じて，文化芸
術立国の実現に向けた施策の充実に取り組んでいます。

1 国際文化交流の推進を通じた日本文化の発信
（1） 文化庁文化交流使事業
　文化庁文化交流使事業は，芸術家，文化人など，文化芸術に携わる人々を，一定期間「文化交流使」
として指名し，世界の人々の日本文化への理解の深化や，日本と外国の文化人のネットワーク形成・
強化につながる活動の展開を図ることを目的とした事業です。「文化交流使」には，日本在住の芸術家，
文化人が海外に一定期間滞在し，講演，講義，ワークショップや実演などを行う「海外派遣型」，海外
在住の芸術家，文化人がその在住国などで同様の活動を行う「現地滞在者型」，国際芸術交流支援事業
により海外で公演などを行う芸術団体が，現地の学校などで実演会，演奏会などのアウトリーチ活動
を行う「短期指名型」の３つの類型があります。
　平成 21 年度は，「海外派遣型」文化交流使として 10 名，「現地滞在者型」文化交流使として１名を
新たに指名し，人形浄瑠璃文楽などの日本の伝統文化から，香道・囲碁・将棋まで様々な分野で活
躍中の内外の文化人・芸術家の方々による国際文化交流と日本文化の発信活動を展開しています（図
2-7-29）。

海外派遣型文化交流使の活動
（久保修）

図表2-7-29 平成21年度文化交流使
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現地滞在型文化交流使の活動
（澤崎琢磨）

　また，「短期指名型」文化交流使に指名された５団体は，主に日本と周年を迎えた国々で，実演やワ
ークショップなどを通じて，それぞれの専門分野の日本文化を紹介しました。

（2） 国際文化フォーラムの開催
　「国際文化フォーラム」は，内外の芸術家，文化人などを招
へいし，座談会，対談，講演などの形式により世界の文化芸
術の最新の情報や文化を取り巻く課題に関する知見を交換す
る場として，平成 15 年度から開始した事業です。
　平成 21 年度は 11 月 13 日から「文化の多様性」を共通テーマ
に東京・奈良・大阪において，講演・座談会を行い，文化の
意義や影響力について，世界に向けメッセージを強く発信し
ました（図表2-7-30）。

（3） 日本文化芸術の総合発信ウェブサイトの整備
　文化庁では，我が国の文化芸術団体などの活動を調査し，これらの情報についてインターネットを
用いて英語で海外に提供するウェブサイトの整備を進めています。 現在，「日本文化芸術オンライン」

平成 21年度国際文化フォーラム専門家会議Ⅰ

図表2-7-30 平成21年度国際文化フォーラム　行事一覧
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を文化庁のホームページにて試行公開中です。
　（日本文化芸術オンライン：http://www.bunka.go.jp/culture-online/jp/index.html）

（4） 国際芸術見本市「インターナショナル・ショーケース」
　国内外の劇場関係者に，「音楽」「ダンス」「演劇」などの分野における我が国の新進の舞台芸術作品
を実演により紹介する国際芸術見本市を，平成 22年３月に東京芸術劇場（池袋）にて開催しました。「イ
ンターナショナル・ショーケース 2010」では，舞台芸術作品を要約して実演するショーケースの他，
モントリオールやインドネシアの舞台芸術見本市と連携した招へいプログラムを実施し国内外の数多
くの作品を紹介しました。

（5） 高校生国際文化交流事業
　次世代の国際文化交流を担う高校生の文化活動を対象に，海外において同じ分野の文化芸術に携わ
る現地の高校生との交流を図り，互いの作品や制作などにかかる意見交換や作品の共同制作を試みる
ワークショップを行っています。
　平成21年度は「囲碁」分野を韓国に，「郷土芸能（和太鼓）」分野をシンガポールに，「書道」分野や「弁論」
分野を中国にそれぞれ派遣しました。

（6）「国際交流年」に対する文化庁の取組
　文化・教育，スポーツなど，幅広い分野で官民を通じた交流事業を開催・実施することによって，
諸外国との友好と相互理解を深めることを目的とした「国際交流年」が設定されています。
　平成 21 年は，「日メコン交流年 2009」，「日本・ドナウ交流年 2009」に当たり，文化庁として様々な
事業を主催・支援しました。

2 外国人に対する日本語教育施策の推進
（1） 外国人に対する日本語教育施策の概要
　近年，外国人登録者数（約 220 万人：平成 20 年 12 月法務省調べ），日本語学習者数（約 17 万人：平
成 20 年 11 月文化庁調べ）は，いずれも増加しており，それとともに外国人の日本語学習目的が多様
化しています。
　このような状況のもと，文化庁では，外国人労働者問題関係省庁連絡会議や定住外国人施策推進会
議における提言などを踏まえ，コミュニケーションの手段，文化発信の基盤としての日本語教育の推
進を図るため様々な取組を行っています（図表2-7-31）。

日本芸術文化オンライントップページ

http://www.bunka.go.jp/culture-online/jp/index.html
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図表2-7-31 日本語教育に関する取組

（2） 外国人に対する日本語教育の標準的な内容などの検討
　平成 19 年７月，近年の外国人の定住化傾向や社会参加の必要性の高まりを踏まえた日本語教育の
在り方について検討を行うため，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置しました。20 年
１月に整理した「今後検討すべき日本語教育の課題」に基づき，これまで，「地域における日本語教育
の体制整備」と「生活者としての外国人に対する日本語教育の目的及び標準的な内容等」について審議
を行ってきました。「生活者としての外国人に対する日本語教育の目的及び標準的な内容等」について
は，生活者としての外国人に対する日本語教育のための標準的なカリキュラムの開発に向けて検討を
行っています。

3 芸術文化交流
　芸術文化の国際交流の推進は，我が国の芸術文化や生活文化の発展にとっても，重要であり，文化
庁では，様々な施策に取り組んでいます（図表2-7-32）。
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図表2-7-32 文化庁の国際芸術文化交流事業の概要

4 国際社会の一員としての文化財国際交流・協力の推進
　文化遺産は人類共通の財産であり，その保護のためには国際的な交流・協力が不可欠です。我が国は，
長年にわたり，国内外の文化財に関する調査研究を行うとともに，保存修復のための高度な技術を開
発し，経験を蓄積してきました。文化財保護の国際的な取組が進展する中で，我が国に対する期待は
これまで以上に高まっています。このため，文化庁では，次のような取組を行っています。

（1） 文化遺産保護国際協力のための体制構築
①海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
　平成 18 年６月，海外の文化遺産の保護に係る我が国の国際協力について，国や教育研究機関の
果たすべき責務，基本方針の策定，関係機関の連携強化などの講ずべき施策について定めた「海外
の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が成立しました。平成 19 年 12 月には，
同法に基づき，国や研究機関，文化遺産国際協力コンソーシアムなどの役割のほか，重点地域をア
ジアとすることや経済協力との連携強化などについて盛り込んだ基本方針が策定されました。
　この基本方針に基づき，文化面における我が国の積極的な国際貢献の取組を国際的にアピールす
るとともに，国内の協力体制の構築や関係機関の連携強化による効果的な文化遺産国際協力を実施
しています。

②文化遺産国際協力コンソーシアム＊2 の構築
　関係省庁，教育研究機関，独立行政法人，民間助成団体などが一体となって効果的・効率的な文
化遺産国際協力を推進するため，国内各研究機関等のネットワーク構築，情報の収集・提供，調査
研究などを実施する文化遺産国際協力コンソーシアムが，平成 18 年６月に発足しました。これは，
「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」に基づく施策の一つです。

＊ 2 文化遺産国際協力コンソーシアム
　各研究機関の調査研究や保存修復活動の成果などの情報を集積し，それらの情報交換の拠点となるとともに，各研究機関や
それらに所属する研究者の相互交流を進めることを目的とする各研究機関による緩やかな連携体組織。



第
7
章

文
化
芸
術
立
国
を
目
指
し
て

文部科学白書 2009　297

（2） 国際社会からの要請などに基づく国際支援
①文化遺産保護国際貢献事業（緊急的文化財国際事業への支援）
　文化庁は，平成 16 年度より，「文化遺産保護国際貢献事業」として，紛争や自然災害により被災
した文化遺産について関係国・機関からの要請などに応じ，我が国専門家の派遣，又は相手国の専
門家の招へいを行うなどの緊急対応の専門家交流事業を実施しています。
＜緊急対応事例＞
○平成 16 ～ 18 年度 アフガニスタン国立公文書所蔵の文字文化財保存支援事業
○平成 17 ～ 18 年度 インドネシア・アチェ州公文書館への支援事業
○平成 17 年度～ ベトナム・タンロン遺跡への調査団派遣
○平成 18 ～ 19 年度 インドネシア・ジャワ島中部地震被災状況調査支援
○平成 20 年度 中国四川省震災復興に関する専門家派遣事業（ワークショップ開催）
○平成 21 年度～ イタリア・ラクイラ地震に対する文化財修復における協力（専門家派遣等）

②文化遺産保護国際貢献事業（文化遺産国際協力拠点交流事業）
　文化庁は，平成 19 年度より，海外の国や地域において文化遺産の保護に重要な役割を果たす機
関などとの交流や協力を行う拠点交流事業を実施しており，現地で文化遺産の保護に携わる人材の
養成に取り組んでいます。
＜主な拠点交流事例＞
○平成 19 年度～ インド・アジャンタ石窟壁画保存に関する交流事業
○平成 20 年度～ インドネシア・ボルブドゥール遺跡に関する交流事業
○平成 20 年度～  タジキスタン・ソグド壁画保存修復活動を通じた中央アジア諸国との文化財

保護交流事業
○平成 20 年度～ モンゴル・国立文化遺産センターを拠点とした交流事業
　これらの事業は，文化遺産国際協力コンソーシアム，外務省や国際交流基金その他の関係機関の
協力の下で実施しています。

③アフガニスタンへの文化財協力
　文化庁では，「アフガニスタン等文化財国際協力会議」（平成 14 年９月～ 15 年８月）の提言に基
づき，アフガニスタンなどにおける文化財保存修復に関する国際的な協力を行っています。国立文
化財機構東京文化財研究所では「西アジア文化遺産保存修復協力事業」の一環として，バーミヤン遺
跡の地下探査やアフガニスタンの文化財専門家や修復家の招へい研修を行っています。

（3） 二国間取極などによる国際交流・協力
①海外展
　文化庁は，日本の優れた文化財を諸外国に紹介することにより，我が国の歴史と文化に対する理
解の増進と国際親善の推進に寄与することを目的として，昭和 26 年以降，国宝・重要文化財を含
む日本古美術品の展覧会を，海外の美術館などとの共催により開催しています。
　平成 21 年度は，大英博物館（英国）で「土偶」展（The Power of DOGU）を開催し，縄文時代の土偶
を中心とする国宝，重要文化財を含む 67 件の文化財を展覧しました。この展覧会開催後，帰国展
として東京国立博物館で「国宝　土偶」展を開催し，大英博物館に出品した文化財を展覧しました。
また，メトロポリタン美術館（アメリカ合衆国）では，「侍の芸術」展（Art of the SAMURAI）を開催
し，我が国の日本刀やその刀装具や甲冑などの武器・武具を中心に，国宝，重要文化財を含む 209
件の文化財を展覧しました。なお，会期中には，それぞれロンドン日本人学校，ニューヨーク日本
人学校などの児童生徒を対象に，海外展に関する特別授業・見学を行いました。
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②アジア諸国への文化財の保存修復協力
　文化庁では，アジア諸国へ文化庁調査官などの専門家を派遣して，歴史的建造物の共同調査や保
存修復についての技術協力を行い，あわせて，アジア諸国の文化財の専門家，行政官を招へいして，
技術協力に関する協議や研修を行うなど，文化財建造物の保存修復分野における研究交流，人材育
成を推進しています。　
　平成 21 年度は，韓国文化財庁の行政官，技術者を招へいして，第５回日韓文化財建造物保存協
力協議会を開催し，今後の二国間技術協力の方針について協議を行いました。また，インドネシア
へ文化庁調査官を派遣して，スンバワ島旧王宮保存修復事業について現地での技術指導を行いまし
た。

③イタリアとの交流・協力
　我が国は，文化財の保存修復や国際協力の分野で長年の経験を有するイタリアと，積極的な交流
を行っています。
　平成 19 年３月には，伊吹文部科学大臣（当時）とルテッリ伊文化財・文化活動大臣（当時）が，日・
イタリア文化遺産国際協力の文書に署名しました。20 年３月，壁画の保存修復と活用の調和に関
する協力，文化的景観と歴史的街区の保護に関する協力などを実施することで合意し，平成 20 年
度からこれらの共同プロジェクトが進行しています。今後も，両国の保存修復などの現場を活用し
て，共同研究，相互の専門家の派遣や情報交換などを実施していく予定です。
　なお，平成 21 年４月に発生したイタリア・ラクイラ地震に関して，同年７月のラクイラサミッ
ト時の日伊首脳会談において，文化財修復分野での協力を進めていくことを伝えました。これに基
づき，同年８月には現地へ専門家を派遣しましたが，具体的な支援の在り方については，イタリア
側の意向を踏まえて検討していくこととしています。

④イクロムとの連携協力 
　我が国は，国際機関である文化財保存修復研究国際センター（イクロム：ICCROM）に加盟し，
分担金の拠出（米国に次ぐ第２位の拠出国）や国際的な研究事業などに協力するほか，平成 12 年度
からは同センターに文化庁の職員を派遣し，連携の強化を図っています。

⑤国際民俗芸能フェスティバル
　文化庁では，我が国の民俗芸能と関連の深い芸能を外国から招き，国内の民俗芸能とともに公開
する「国際民俗芸能フェスティバル」を行っています。平成 21 年度はエストニアやタイの民俗芸能
を招へいしました。

（4） 文化財の不法な輸出入などの規制
　不法な文化財取引を防止し，各国の文化財を不法な輸出入などの危険から保護することを目的とし
て，我が国は，平成 14 年に「文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に
関する条約」を締結しました。あわせて「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」の制定と文
化財保護法の改正を行いました（同年 12 月９日から施行）。
　法律の主な内容は，以下のとおりです。
○外国の博物館などから盗取されたもので文部科学省令で定める文化財（特定外国文化財）について
は，原則として輸入禁止
○特定外国文化財の盗難の被害者については，民法で認められている代価弁償を条件として，回復
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請求期間を２年間から特例として 10 年間に延長
○重要有形民俗文化財の輸出については，届出制から許可制へ

（5） 武力紛争の際の文化財の保護
　我が国は，武力紛争時における文化財の保護を目的とする「武力紛争の際の文化財の保護に関する
条約」などを締結し，あわせて「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律」を制定しました（平成 19
年 12 月 10 日から施行）。
　法律の主な内容は，以下のとおりです。
○武力紛争時に他国に占領された地域（被占領地域）から流出した文化財を「被占領地域流出文化財」
として指定し，輸入の規制を行う。
○武力紛争時における文化財の識別のため，条約の保護を受ける文化財などに「特殊標章（ブルーシ
ールド）」を使用することができる。
○武力紛争時において戦闘行為として文化財を損壊する行為又は文化財を軍事目的に利用する行為
などに罰則を設ける。

第 8 節  新しい時代に対応した著作権施策の展開
　近年，インターネットの急速な普及や端末の小型化，モバイル化を背景に，デジタル化された情報
がネットワークを介して流通する時代が到来しています。これに伴って，従来の著作権法が想定して
いなかった著作物の創造，流通，利用，管理形態が広がっており，従来の著作権法制度の枠組みでは
十分に対応できない可能性があるとの指摘も出てきています。
　文化庁では，法制度の整備，円滑な流通の促進，著作権教育の充実，国際的課題への対応の４つの
施策を中心に，新しい時代に対応した著作権施策を総合的に展開しています。

1 法制度の整備
　著作権法については，これまでも権利の保護と公正な利用の調和を図りつつ，順次制度改正を行っ
てきました。
　平成21年３月には，19年度・20年度の文化審議会著作権分科会における審議結果を取りまとめた「文
化審議会著作権分科会報告書」の内容を踏まえ，「著作権法の一部を改正する法律案」を国会に提出し，
同法律案は同年６月に可決・成立し，22 年１月１日から施行されました。
平成 21 年度は，文化審議会著作権分科会に基本問題小委員会，法制問題小委員会，国際小委員会の
３つの小委員会を設け，様々な課題について活発に議論を行い，22 年１月には，それぞれの審議の進
捗状況や残された課題などについての整理を審議経過として取りまとめました。平成 22 年度の文化
審議会著作権分科会では，引き続きこれらの課題について検討を行っていきます。

（1） 基本問題小委員会
　本小委員会は，著作権関連施策にかかる基本問題について検討する場として，平成 21 年度から文
化審議会著作権分科会の下に新たに設置されました。
　平成 21 年１月にとりまとめられた文化審議会報告書では，一定の結論を得ることができた課題が
ある一方で，引き続き検討を要することとされた課題や関係者間の意見調整を要することとされた課
題があるとの指摘がなされたところです。
　このように一定の結論を得ることができなかった課題が残った背景には，種々の課題について検討
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を進めるにあたって，著作権制度の在り方をめぐる基本的な認識について，関係者間において見解の
相違があったためと考えられることから，本小委員会では，
①文化振興に関する施策の体系の中で，著作権制度が担っている意義，役割はどのようなものか，
②デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い，表現手段や流通手段が変化している中，著作権制度の
果たす役割に変容が生じているのか，
③これらを参考に，これまで解決の得られていない課題を含め，今後の著作権関連施策について，ど
のような方向性をとるべきか，
といった点について検討を進めているところです。

（2） 法制問題小委員会
　本小委員会は，著作権法制度の在り方について検討を行っています。平成 21 年度は，「知的財産推
進計画 2009」において早急な検討が求められている，①権利制限の一般規定，②ネット上の複数者に
よる創作に係る課題や，③いわゆる「間接侵害」に係る課題について検討を行いました。
　①権利制限の一般規定＊3 については，有識者団体や関係団体へのヒアリングなどを通して検討すべ
き事項を整理し，それらの検討事項ごとに専門的な見地から論点を整理するため，ワーキングチーム
を設置して集中的な議論を行い，ワーキングチームの報告書を取りまとめました。今後は，この報告
書の内容をたたき台として，著作権法における権利制限の一般規定の在り方について，引き続き検討
を行う予定です。
　②インターネット上では，誰でも簡単にコンテンツを創作・発表することができますが，投稿サイ
トや掲示板サイトなど，他人の著作物を相互に利用し合ったり，複数の者が創作に寄与したりする場
合のコンテンツの権利の取扱いなどが明確になっていないとの指摘があります。このようなネット上
の複数者による創作に係る課題については，これまでほとんど議論が行われていないことから，関係
事業者へのヒアリングや，有識者からの海外での議論に関する報告を通して，現状や課題の整理に向
けた検討を行いました。今後も，権利の取扱いを契約により明確化する方法での対応可能性などを中
心に，引き続き検討を行う予定です。
　③いわゆる「間接侵害」＊4 に関する課題については，近年の情報通信技術の発展に伴う状況の変化を
踏まえ，最近の重要裁判例の分析や考えられる制度設計の選択肢について論点の整理を行いました。
今後は，関連する主要な事件の動向も注視しつつ，関係者の意見聴取などを通じた実態把握を行い，
それを踏まえて，考えられる制度設計やその制度設計と関係裁判例との対応関係，現行の著作権法体
系への影響などについて，引き続き検討を行う予定です。

（3） 国際小委員会
　本小委員会は，国際的ルールづくりへの参画の在り方に関することについて議論を行っています。
平成 21 年度は，
　①国際裁判管轄及び準拠法に関する国際ルール形成の在り方
　②インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方
　③著作権保護に向けた国際的な対応の在り方
　④知的財産と開発問題，フォークロア＊5 問題への対応の在り方

＊ 3 権利制限の一般規定
　一定の包括的な考慮要件を定めた上で，権利制限に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねるという方式の権利制限規定。
＊ 4 間接侵害
　著作権侵害行為に間接的に関与する者（例えば「著作権者に無断で演奏会を行う者に演奏会場を提供する者」や「動画共有
サイトにおいて著作権者に無断で音楽・映像等のコンテンツをアップロードする者に対して，通信用サーバーを提供する者」
など）が，どのような場合に著作権法上の責任を負いうるのかを法律上明らかにすることに関する課題。
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の４点について検討を行いました。このうち，特に①については，知的財産のみならず，国際私法の
側面からの専門的かつ詳細な検討が必要となるため，ワーキングチームにおいて，欧米の判例・国内
外のルール形成動向を踏まえつつ議論を行い，報告書としてとりまとめました。国境を越えた著作権
の保護，利用の円滑化には国際裁判管轄・準拠法決定ルールの国際的な統一に加えて，海賊版対策など，
様々な対応が必要であるとされました。②～④については，国際的な議論の動向や国内における調査
等に基づき審議を行いました。著作権をめぐる世界知的所有権機関（WIPO）における議論については，
視覚障害者向けの権利制限と例外に関する議論，「視聴覚実演条約」に関する議論に動きが見られ，ま
たフォークロアについても議論が進展しつつある等，新たな検討が具体化している分野があり，引き
続き我が国の対応の在り方を検討していくことが必要であるとされました。

2 円滑な流通の促進
　インターネットの普及は，著作物のデジタル化とあいまって，著作物の流通形態を劇的に変化させ
ています。このような状況の中で，文化庁は，著作物の流通促進の観点から，次の施策を行っています。

（1） 著作権等管理事業法の的確な運用
　著作権の管理については，著作物の利用者の便宜を図るとともに，権利の実効性を高めるため，著
作物などを集中的に管理する方式が普及しています。これらの事業を行う「著作権等管理事業者」に対
して，著作権等管理事業法に基づき，年度毎の事業報告の徴収や定期的な立入検査等を行い，適切に
事業が行われるよう指導監督を行っています。（登録事業者数　37 事業者（平成 22 年３月１日現在））

（2） 著作物などの流通・利用の円滑化施策
　著作物の流通を促進するための環境整備として，インターネット上のコンテンツに利用条件を付与
するシステム（意思表示システム）の開発や著作権契約の円滑化等に関する調査研究を行い，その成果
を広く関係者に公表しています。
○意思表示システムの構築に関する調査研究（平成 19 ～ 21 年度）
○著作物等の流通促進に関する調査研究（平成 18 年度～）
○コンテンツ流通促進シンポジウム（平成 21 年度は 10 月 30 日に開催）

（3） 権利者不明などの場合における裁定制度の運用
　著作権者の所在が不明の場合に著作物を適法に利用するための「裁定制度」の運用を行っています。
平成 21 年度（平成 22 年３月１日現在）は 15 件の申請があり，550 件の著作物の利用について裁定を行
いました。また平成 21年の著作権法改正において，同制度の利用をより円滑に行えるようにするため，
①裁定の対象を著作隣接権者（実演家等）まで拡大することや，②裁定結果を待たずとも利用が可能と
なる「申請中利用」の制度を新設することなどの改善を行いました。

（4） 著作権登録制度の運用・改善
　著作権に関する事実関係の公示や，著作権が移転した場合の取引の安全の確保などのため，著作権
法に基づく登録事務を行っています。平成 21 年の著作権法改正においては，デジタル化・ネットワ
ーク化の進展に合わせ，検索しやすい媒体をもって調製できるよう，著作権登録原簿の電子化に関す
る規定を整備しました（平成 23 年度から実施予定）。

＊ 5 フォークロア
　ある社会の構成員が共有する文化的資産である伝承の文化表現であり，民族特有の絵画，彫刻，モザイク等の有形なものの
ほか，歌，音楽，踊り等の無形のものも含むとされている。
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